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　高齢や障害などにより災害時に自力で避難
することが困難なため支援が必要な人です。
市では、次の①から⑤のいずれかに該当する
人を対象として、名簿（避難行動要支援者名
簿）を作成しています。
①介護保険法に基づく要介護３以上の高齢者
② 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度
が１級～２級の障害者
③ 療育手帳の交付を受け、障害の程度がⒶか
らＡの２の障害者
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障
害の程度が１級の障害者
⑤ その他特別の事情で避難支援を希望し、市
長が認める人
※施設に入所している人は対象外です。

　避難行動要支援者のうち、普段から地域の
関係者（自治会や民生委員など）へ情報提供す
ることに同意した人については、市で同意し
た人の名簿を作成し、地域の民生委員や希望
する自治会へ提供しています。提供した名簿
は、災害時の避難支援をはじめ、普段からの
見守りや防災訓練に活用されています。

　３年に災害対策基本法が改正され、名簿に
加え、新たに個別避難計画の作成が法律で定
められました。本市でも今年度から、避難行
動要支援者一人ひとりに対し、具体的な避難
支援の方法を定めた個別避難計画の作成を進
めています。計画には、災害時の避難場所や
避難支援者（避難を支援してくれる人）など
を記載します。市では、避難行動要支援者の

うち、まずは浸水や土砂災害といった災害リ
スクが高い地域にお住いの人などから優先的
に計画作成を進めています。

　避難支援と聞いたとき、自力で動けない人
を介助するといったイメージを持つ人も多い
と思いますが、必ずしもそうではありませ
ん。例えば、災害時の安否確認をはじめ、歩
けるが高齢で足腰が弱い人には避難場所まで
付き添ったり、障害などで情報入手が難しい
人には避難情報を伝えてあげたりといったこ
とも、大事な避難支援です。いざという時に
できる範囲での支援をお願いしています。

　災害発生直後は、行政や消防などの避難支
援には限界があります。そのため、地域によ
る助け合いがとても重要です。市では個別避
難計画の取り組みを進めていく中で、あわせ
て同じ地域に住む皆さんに避難支援者のお願
いをしていきます。あくまで地域の共助に基
づく取り組みであり、責任や義務を負うもの
ではなく、避難支援者の安全が確保できる範
囲での活動となります。地域の避難行動要支
援者の避難支援について、協力の依頼があっ
た際は、できる範囲で構いませんので、支援
のご協力をお願いします。

　大きな災害が起きたとき、ご近所に避難が難しい人はいませんか？例えば、高
齢で介護が必要な人は素早く逃げることができません。認知症や知的障害のある
人は、状況を理解して判断することが苦手な場合があります。
　市では、このような避難の手助けが必要な人と地域の人が声を掛け合って一緒に
安全な場所へ避難する取り組みを進めています。皆さんのご協力をお願いします。
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該　　当　　地　　域

指 定 袋 使 用 資源物

1

大和田（成田街道南側）
村上（3200・3300・3500番台の成田街道南側）
萱田町（成田街道南側）
大和田新田（県道幕張八千代線から東側）
高津（県道幕張八千代線から東側）

5日（第1火）
19日（第3火）
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2 八千代台北 12日（第2火）
26日（第4火）

3 八千代台西、八千代台南 5日（第1火）
19日（第3火）

4 八千代台東 12日（第2火）
26日（第4火）

5 上高野 ６日（第1水）
20日（第3水） 火・
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・
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金

月

18
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6 村上団地 13日（第2水）
27日（第4水）

7 村上（新川の東側）、下市場、村上南、勝田台北
６日（第1水）
20日（第3水）

8 神野、保品、下高野、米本、米本団地、堀の内
13日（第2水）
27日（第4水）
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指 定 袋 使 用 資源物

9
村上（成田街道北側で新川西側）、萱田町・萱田・
大和田（成田街道北側から東葉高速線南側）、大和田新田
（300・400・500・700 番台の成田街道北側から
東葉高速線南側）、ゆりのき台1・2丁目

７日（第1木）
21日（第3木）
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10
高津（県道幕張八千代線から西側）、高津東
大和田新田（100・200 番台の成田街道南側で
県道幕張八千代線から西側）

14日（第2木）
28日（第4木）

11 高津団地大和田新田（１～99番地の成田街道南側）
７日（第1木）
21日（第3木）

12
大和田新田（900・1000・1100 番台の成田街道
北側から東葉高速線南側）、緑が丘2～4丁目、
緑が丘西（東葉高速線南側）

14日（第2木）
28日（第4木）

13 勝田台 １日（第1金）
15日（第3金） 火
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14
勝田台南、勝田、麦丸、ゆりのき台3～8丁目、
萱田町（500番台を除く東葉高速線北側）
萱田（東葉高速線北側）

８日（第2金）
22日（第4金）

15
萱田町（500番台の東葉高速線北側）、
大和田新田（東葉高速線北側）、吉橋、尾崎
緑が丘１・5丁目、緑が丘西（東葉高速線北側）

１日（第1金）
15日（第3金）

16 真木野、小池、佐山、平戸、神久保、島田台、島田、桑橋、桑納、大学町
８日（第2金）
22日（第4金）
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生ごみは水切りをしてから出しましょう
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　生ごみの約80％は水分といわれています。生ごみの水気をよく切らないと、ごみの重量が増すだけ
でなく収集車に入れる際、水気が飛び散り道路や集積場所などを汚してしまいます。一人ひとりの水
切りが、ごみの減量や道路・集積場所などの清潔保持につながりますので、ご協力をお願いします。

問い合わせは
障害者支援課・長寿支援課
483-1151（代表）へ


